
議
提
議
案
第 

号 

三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

右 

提 
出 

す 

る
。 

令
和
七
年 

 

月 
 

日 

提
出
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例 

三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
三
重
県

条
例
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改

正
す
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

第
七
条 

旅
費
の
支
給
に
関
し
て
は
、
一
般
職
に
属

す
る
県
職
員
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十

二
年
三
重
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
九
条
第
二

項
、
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
中

「
最
下
級
」
と
あ
る
の
は
「
最
上
級
」
と
、
同
条

例
第
十
三
条
本
文
中
「
規
則
で
定
め
る
額
」
と
あ

る
の
は
「
議
長
が
別
に
定
め
る
額
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

旅
費
の
支
給
に
関
し
て
は
、
こ
の
条
例
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
一
般
職
に
属
す
る
県
職
員

の
例
に
よ
る
。 

 

２ 

国
内
旅
行
に
あ
っ
て
は
、
旅
費
の
種
類
は
、
職

員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
三

重
県
条
例
第
四
十
六
号
。
以
下
「
旅
費
条
例
」
と

い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
（
旅

行
雑
費
を
除
く
。
）
の
ほ
か
、
公
務
雑
費
と
す
る
。 

 

３ 

公
務
雑
費
は
、
実
費
額
に
よ
り
支
給
す
る
。 

 

４ 

公
務
雑
費
の
実
費
額
は
、
公
務
上
の
必
要
に
よ

り
や
む
を
得
ず
負
担
し
た
有
料
の
道
路
若
し
く

は
駐
車
場
の
利
用
料
金
の
額
又
は
タ
ク
シ
ー
業

務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

七
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
タ
ク
シ

ー
の
運
賃
若
し
く
は
料
金
の
額
と
す
る
。 

 

５ 

宿
泊
料
の
額
は
、
一
夜
に
つ
き
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
宿
泊
先
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。 

一 

旅
費
条
例
別
表
第
一
に
規
定
す
る
甲
地
方 

資料２ 



（
第
八
条
に
お
い
て
単
に
「
甲
地
方
」
と
い

う
。
） 

一
万
五
千
五
百
円 

二 

旅
費
条
例
別
表
第
一
に
規
定
す
る
乙
地
方 

 
 

 

一
万
四
千
二
百
円 

 

６ 

食
卓
料
の
額
は
、
一
夜
に
つ
き
、
三
千
百
円
と

す
る
。 

第
八
条 

議
長
は
、
特
別
の
事
由
に
よ
り
前
条
の
規

定
に
よ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
都
度
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
条 

議
長
は
、
議
長
、
副
議
長
及
び
議
員
が
、

公
務
上
の
必
要
に
よ
り
宿
泊
施
設
が
指
定
さ
れ

て
い
る
旅
行
、
甲
地
方
へ
の
旅
行
等
を
す
る
場
合

に
お
い
て
、
特
別
の
事
由
に
よ
り
前
条
の
規
定
に

よ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
都
度
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

１
～
５ 

（
略
） 

   

６
～
９ 

（
略
） 

 
 

 

附 

則 

１
～
５ 

（
略
） 

６ 
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
旅
費
条
例
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条

例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

７
～

１０ 

（
略
） 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
三
重
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る

条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
同
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
同

日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
同
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の

う
ち
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

提
案
理
由 

 

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
等
に
鑑
み
、
旅
費
の
支
給
の
規
定
等
を
整
備
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


